
ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児預かり

等の実施について 

 

１ 趣旨 

  地域における病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かり、早朝・夜間

の緊急時の預かり等（以下「病児・病後児の預かり等」という。）を促

進するため、ファミリー・サポート・センター事業において病児・病後

児の預かり等を行うモデル事業を実施し、「緊急サポートネットワーク

事業」は廃止することとした。 
  しかしながら、ファミリー・サポート・センター事業において病児・

病後児預かり等を来年度から実施することが困難な地域においては、事

業が地域へと円滑に移行されるよう、暫定措置として、国の委託事業

（「病児・緊急預かり対応基盤整備事業」）を実施することとする。（別

紙参照） 
 病児・病後児の預かり等については、今後、地域において実施してい

くという方針の下、国の事業として暫定的に実施する「病児・緊急預か

り対応基盤整備事業（仮称）」の委託先団体とも連携のうえ、各市町村

における事業の実施について積極的な検討をお願いしたい。 
 
２ 病児・緊急対応強化モデル事業（案） 

（ファミリー・サポート・センター事業の機能強化） 

  【次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）】 
 
（１）事業内容等 

ファミリー・サポート・センター等において、次の体制を整備し、 
病児・病後児の預かり等を実施した場合にポイントを配分する。（具

体的な要件等については別途連絡する予定。） 
    なお、ファミリー・サポート・センターを設置していない市町村 

が、「病児・緊急対応強化モデル事業」のみを実施する場合におい 
てもポイント配分の対象とする。 
 
① 医療機関との連携 
   事業の実施に関して、保健医療面での指導・助言を随時受け 

られるよう、医療アドバイザー（仮称）の選定や緊急時に子ど 
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